
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．３６  ２００７年０２月０１日 

 

欧州特許条約（ＥＰＣ）施行規則の改正について 

 

今般、欧州特許条約（ＥＰＣ）２０００年法が２００７年１２月１３日に発効することになっています。  

それに伴い、２０００年法による施行規則が２００６年１２月０７日に採択され公表されました。 

欧州特許条約非加盟国からの出願にとっては極めて重要な改正点を次の通りお知らせ致します。 

 

記 

１．欧州特許庁の３つの公用語（英語、フランス語、ドイツ語）以外の外国語明細書をもって欧州特許 

出願を行った後に、その外国語明細書に対応する何れかの公用語翻訳版を欧州特許出願日から 

２ヶ月以内に提出することにより、その欧州特許出願日を確保できるようになる。 

２．優先権証明書の公用語翻訳版については、審査官から要求がない限り、提出は不要となる。 

 

以上 
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